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第１章  総則 

（商号） 

第 １ 条 当会社は、東京交通サービス株式会社と称する。 

 

（目的） 

第 ２ 条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 

（１）東京都交通局等の施設の点検、保守管理業務及び同施設に関係する各種工事の管理業務 

（２）交通政策・交通機関の施設建設等に関する調査、情報処理及び測量・設計業務並びに施

工監理業務 

（３）建設工事業 

（４）交通事業に関する調査・研究及び事務処理の受託 

（５）前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 

 

（機関） 

第 ４ 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

 

（公告） 

第 ５ 条 当会社の公告方法は、官報に記載する方法により行う。 

 

第２章  株式 

（発行可能株式の総数） 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式の総数は、６４，０００株とする。 

 

（株券の不発行） 

第 ７ 条 当会社の株式については、株券を発行しない。 

 

（株式の譲渡制限） 

第 ８ 条 当会社の株式の譲渡は、取締役会の承認を要する。 

 

（株式の取扱） 

第 ９ 条 当会社の株主名簿への記載その他株式に関する諸手続きについては、取締役会で定めると

ころによる。 

 

（基準日） 

第１０条 当会社の定時株主総会において議決権を行使することができる株主は、法令その他に別段

の定めがある場合のほか、毎事業年度末日の株主名簿に記載された株主とする。 

 

第３章  株主総会 

（招集） 

第１１条 当会社の定時株主総会は毎事業年度終了後３か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必

要に応じ随時これを招集する。 

 

（招集権者） 

第１２条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議に基づき取締役社長が



   

 

 

これを招集する。 

 

（議長） 

第１３条 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたる。 

２ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれ

にあたる。 

 

（議決方法） 

第１４条 株主総会の決議は、法令に別段の定めがある場合のほか、出席株主の議決権の過半数をも

ってこれを行う。 

 

（議事録） 

第１５条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果は議事録に記載し、議長がこれに記名押

印する。 

 

第４章  取締役及び取締役会 

（員数） 

第１６条 当会社に３名以上の取締役を置く。 

 

（選任） 

第１７条 取締役は、株主総会において選任する。 

   ２ 取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 

 

（任期） 

第１８条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

 

（補欠の選任） 

第１９条 取締役が任期満了前に退任したときは後任の取締役を選任する。ただし、第１６条に定め

る員数に欠員を生じない場合は、取締役会の決議によりその選任を行わないことがある。 

２ 後任の取締役又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時

までとする。 

 

（報酬） 

第２０条 取締役の報酬等は、株主総会でこれを定める。 

 

（代表取締役） 

第２１条 当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議をもって定める。 

２ 当会社の代表取締役は１名とし、代表取締役を取締役社長とする。 

   ３ 代表取締役は、取締役会の決議に従い会社の業務を執行し、会社を代表する。 

 

（役付取締役） 

第２２条 取締役社長のほか、取締役会の決議により役付取締役として専務取締役、常務取締役各若

干名を定めることができる。 

 

（招集権者） 

第２３条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこ



   

 

 

れにあたる。 

 

（招集通知） 

第２４条 取締役会の招集は、各取締役及び各監査役に対し会日より５日前に通知を発するものとす

る。ただし、全員の同意がある場合はこの限りでない。 

 

（決議方法） 

第２５条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもってこれを行

う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第２６条 取締役会の決議事項について、当該事項について決議に加わることができる取締役全員が

書面によりその提案に同意し、監査役からも異議がなされないときは、その提案を可決する

取締役会の決議があったものとする。 

 

（議事録） 

第２７条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果は議事録に記載し、出席した取締役及び

監査役がこれに記名押印する。 

 

第５章  監査役 

（員数） 

第２８条 当会社に１名以上の監査役を置く。 

 

（選任） 

第２９条 監査役は、株主総会において選任する。 

   ２ 監査役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。 

 

（任期） 

第３０条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

   ２ 任期の満了前に退任した監査役の後任として選任された監査役の任期は、退任した監査役

の任期の満了する時までとする。 

 

第３１条 削除 

 

（報酬） 

第３２条 監査役の報酬等は、株主総会でこれを定める。 

 

第６章  計算 

（事業年度） 

第３３条 当会社の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日の１年とする。 

 

（剰余金の配当） 

第３４条 当会社の定時株主総会の決議によって剰余金の配当を受けることができる株主は、法令そ

の他に別段の定めがある場合のほか、毎事業年度末日の株主名簿に記載された株主とする。 

 

附則 （平成１８年８月３０日 会社法第３１９条を適用したみなし決議による変更） 

   第１条 この定款は、平成１８年９月１日から実施する。 



   

 

 

   第２条 第１８条に定める取締役の任期の規定は、平成１７年３月３１日の決算期に係る定時

株主総会において選任された取締役より適用することとする。 

   第３条 第３０条に定める監査役の任期の規定は、平成１８年３月３１日の決算期に係る定時

株主総会において選任された監査役より適用することとする。 

 

附則 この定款は、平成２１年５月２９日から施行する。 

 

附則 この定款は、平成２２年８月２日から施行する。 

 


